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１　目標　

　本学は、どのような立場の人に対しても、均しく豊かな人間性を持って接することのできる精神と高度な専門性を持った歯科医師を育成する使命を負い、本学を構成するすべての教員、職員及び学生が主体となって、人権尊重の精神の育成を基盤に据えた教育活動を展開する中で、人権意識を高めていく取り組みを積極的に進め、一人ひとりが人間としてお互いを尊重することができる社会の実現を目指します。
２　役員及び教職員の責務

(1)　役員の責務

　役員は学内の人権を確立する責任を自覚し、自ら人権意識を高めることに努め、大学を構成するすべての者に人権研修など自己啓発・教育の機会を保証する責務を負う。

(2)　教職員の責務

　教職員は積極的に人権研修など自己啓発の機会を捉え研鑽し、あらゆる教育の場や日常の業務を通じ、人権啓発に取り組む責務を負う。
３　人権委員会の責務

　「人権問題の発生の防止と被害救済」を使命とし、学内の人権啓発及び人権教育を推進する中核的組織である人権委員会は、中期的展望に基づく人権課題を明らかにし、本実施計画を効果的に実施するために人権啓発テーマや実施プランを策定し学長に提出するとともに実施にあたる。

　また、実施後はアンケート等により実施効果を客観的に評価し、その結果を学長に報告する責務を負う。
４　人権啓発研修及び教育の充実・強化
　　福岡県及び地域の人権啓発機関等とも協議・連携しつつ、人権課題に応じ
た適切なテーマ及び研修手法等を設定し、計画的な実施に努め、研修及び教
育の充実・強化を図る。
(1)　人権委員等研修
　　①人権委員会委員は学内の人権啓発及び人権教育を推進する中核的役割を担い、的確に学内の人権課題を捉え必要な研修等啓発活動を行えるよう同和問題をはじめとして、様々な人権問題に対する認識を深めるため、外部の啓発講座や研修への参加を積極的に進める。

②学内に配置している人権相談員については、適切に相談等に応じられるよう人権委員と同様に外部研修等を活用する。

(2)　教職員研修
　　　あらゆる人権が尊重される大学を確立するためには、学生に接する教職
員が人権問題を正しく認識することが不可欠である。
　　①人権・同和研修を実施する。大学は実施にあたって対象者全員が参加できるよう配慮するものとする。
特に、当面は外国人問題をテーマとした特別研修を毎年度実施する。　この研修については、歴史的経緯に由来する在日韓国・朝鮮人等をめぐる問題に対する啓発や、外国人に対する就職差別等様々な人権侵害を取り上げるものとする。
  　②外国人患者と接する機会が増えていることから、毎年度、附属病院で歯
科医療に携わる教員及び臨床研修医等を対象として歯科医師研修を実施
する。
(3)　学生研修・教育

　　　歯科医療に携わる者として、どのような立場の人に対しても均しく豊かな人間性を持って接することのできる精神を養い、人の痛みがわかる歯科医師の育成、一人の人間として人権問題に立ち向かう態度形成等を目的として、段階的、体系的な研修及び教育を実施する。
(4)　ＦＤ研修（教員）　
　　教員が正しく人権の認識を深め、講義等教育の場で実践することができる
よう、多様な「人権」問題をテーマとした講演を実施する。
· ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント（Faculty Development）の略称。）
教員の授業内容や教育方法などの改善・向上を目的とした組織的な取組みの
総称。　 
５　人権啓発推進団体への積極的な参加　
　　福岡県には人権啓発の推進を目的として、調査、研究等を行う協議会等が各種存在する。これらの団体はその構成員や会員等から人権に関する情報を収集し、提供する事業、相談事業や各種人権問題に関する研修を実施しているため、以下の団体の活動に参加することにより、人権啓発・教育をより的確で、効果的なものとしていく。
  ①北九州人権啓発推進協議会主催の研修等への参加
　　目的　人権問題の解決及び人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動等を行う
　　事業　会員研修会、部会研修会、人権啓発推進者養成講座、啓発映画映写会・講演会、その他啓発行事等
　　構成員　北九州市内の企業、団体、行政機関等
　　　　　　市民部会、教育部会、企業部会、行政部会で構成され、本学は教育部会の会員である
  　
  ②小倉地区企業内同和問題研修推進委員会への加入及び同推進委員会主催の人権啓発活動への参加（新規）
　　目的　人権問題の完全解決を図るため企業が連帯し、啓蒙啓発、調査研究その他の活動を行う
　　事業　企業内啓蒙啓発、調査研究
　　構成員　小倉北区・南区内の事業所
· 本委員会は北九州企業内同和問題研修推進委員会ブロック連絡会の構成員となる。
　③人権の約束事運動「ほっとハート北九州」推進協議会への参加

　　目的　「人権の約束事運動」の推進活動を行う
事業　人権の約束事の普及及び啓発のための企画及び実践活動、関係機関
との連絡調整
　　構成員　北九州市民、企業、人権問題の当事者団体、行政機関等
　　※人権の約束事運動

人権に関する身近なテーマを市民相互の約束事として掲げ、守りあう「約束事運動」を通して、一人ひとりが人権を身近なものとして関心を持つとともに、「人権を尊重する」という行動の輪を広げる。
６　人権問題に関する相談員マニュアルの作成

人権相談員による相談体制の強化を図るため、相談を受けてからの具体的な処理手続きを説明した相談マニュアルを作成する。マニュアルについては、本学ＨＰや掲示板等で教職員、学生に周知を図るなどして、相談しやすい環境作りに務める。

７　情報収集・提供等
　　　多様な人権問題にかかる資料（書籍、ビデオ等）の収集に積極的に取り組む。収集した資料については教職員及び学生の人権学習に資するため図書室に配架する。
　　　資料の収集については、県や市町村等の行政や人権啓発推進団体との連携のもとに行うこととする。

８　人権委員会等の機能強化

(1)　人権委員会を定期的に開催することとする。

委員間の情報交換を図り連携を密にする。人権研究集会等へ参加した職員から情報の提供（研修結果報告書）を行うこととし、報告内容を教職員へ効果的に還元する。
(2)　人権委員と人権相談員の合同委員会を定期的に行うこととする。　　
人権委員と各部局に配置された相談員が連携を密にし、学内における人権課題を明らかにし、人権啓発の推進を図るためのネットワークを構築する。多角的な視点からの人権啓発の推進のため有機的連携をはかる。

